
技能検定の職種等の統廃合等について

１ 検討体制
技能検定制度に精通した有識者を構成員とする検討会において毎年度検討することが適当

２ 作業計画
前年度までの受検者数実績を基準に統廃合等の検討対象職種を選定し(第1次判断)、当該職種の
社会的便益を検討・勘案し(第2次判断)、統廃合の可否について検討することが適当

３ 統廃合等の判断基準

４ 検討過程の客観性・透明性の確保
① 第1次判断には、毎年度過去6年間の受検者数を公表することが適当

技能検定の職種等の見直しに関する専門調査員会報告書（平成21年1月）

検討対象職種の選定(第1次判断)
過去6年間の年間平均受検者数が100人以下。
ただし、以下の場合は検討対象から除外。
① 直近2年間の受検者数がいずれも100人超
② 隔年又は3年ごとの実施で、各実施年に
おける受検者数が約100人に達する場合

社会的便益の評価(第2次判断)
①業界、②受検者、③雇用主、④消費者の
それぞれにとっての社会的便益を勘案し、
職種存続の適否を判断100人以下

の場合

検定職種の統廃合・新設、民間参入を着実に推進するため、（中略）例えば、受検者数が年間100
名以下の検定職種等については廃止する方向で検討を進めることとするなど、定量的な基準を盛り
込むべきである。

規制改革推進のための第２次答申（平成19年12月25日規制改革会議）

既存の職種については、民間の指定試験機関への移行を促進するとともに、経済社会情勢の変
化に対応した統廃合を行う。

行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）
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